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フランチャイズ契約の締結及び新たな事業（買取事業）の開始に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、オーセンティック株式会社（以下「オーセンティック」と

いいます。）との間で、フランチャイズ契約（以下「本フランチャイズ契約」といいます。）を締結

し、同社が展開する買取事業ブランド「幸福屋」を活用した新たな事業（以下「本事業」といいま

す。）を開始することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．本フランチャイズ契約の締結及び新たな事業開始の理由 

当社は、既存のアパレル事業に加え、収益基盤の多様化及び店舗収益性の向上を重要な経営課題

の一つとして、新たな収益機会の創出に向けた検討を進めてまいりました。 
近年、リユース市場は拡大を続けており、特にブランド品・貴金属等の買取・再販ビジネスは、

当社の既存店舗網を活用した新たなサービス展開との親和性があるものと判断しております。 
このような状況のもと、当社は、買取・リユース事業に関するノウハウ及びブランドを有するオ

ーセンティックとの間で本フランチャイズ契約を締結し、当社店舗において買取事業を開始するこ

とといたしました。 
 

２．新たな事業の概要 

当社は、オーセンティックが展開する買取事業ブランド「幸福屋」を活用し、当社が運営する店

舗において、ショップインショップ形式によりブランド品・貴金属等の買取を主とする事業を展開

いたします。 

本事業において、当社は店舗運営及び買取業務を行い、オーセンティックから商標等の使用許

諾、買取に関するノウハウ提供、経営指導、開店業務に関する支援等を受ける予定です。 

（１）事業内容 ブランド品・貴金属等の買取 

（２）展開形態 当社既存店舗におけるショップインショップ形式 

（３）使用ブランド 幸福屋 

（４）開始予定日 2026 年５月 22日 

（５）新たな事業のために特

別に支出する予定額の

合計額 

本事業の開始に伴い特別に支出する予定額の合計額は、現時点に

おいて約 15 百万円を見込んでおります。なお、当該金額は当社の

事業規模に照らして軽微な水準であります。 

（５）今後の展開 
まずは当社既存店舗において開始し、その結果を踏まえ、順次展

開店舗の拡大を検討いたします。 



 

 

３．本フランチャイズ契約の概要 

本フランチャイズ契約の主な内容は、以下のとおりです。 

（１）契約の名称 フランチャイズ契約 

（２）契約当事者 オーセンティック株式会社及びジーイエット株式会社 

（３）契約内容 

オーセンティックは、当社に対して「幸福屋」の商標等の使用許

諾、経営ノウハウの提供、経営指導、開店業務に関する支援等を

行い、当社は、本フランチャイズ契約に基づき、当社店舗におい

て買取事業を運営します。 

（４）ロイヤリティ 
当社は、本フランチャイズ契約に基づき、オーセンティックに対

して所定のロイヤリティを支払います。 

（５）資金援助 

当社が希望する場合、当社はオーセンティックから本事業の遂行

に必要な資金援助を受けることができます。なお、具体的な金額

及び時期等は、別途当事者間で合意するものとされています。 

（６）買取保証等 

オーセンティックが事前に提示した条件に基づき当社が買取りを

行った商品については、同社が買取りを保証するとともに、真贋

判定及びこれに伴う一定のリスクを負担する仕組みとされていま

す。 

（７）契約期間 

１年間（期間満了日の１か月前までに当事者のいずれからも書面

による異議がない場合は、同一内容で１年間更新。以後も同

様。） 

（８）契約締結日 2026 年５月 20日 

※上記は本フランチャイズ契約の概要であり、詳細は当事者間で締結する本フランチャイズ契約の定

めによります。なお、本件において、当社がオーセンティックの株式を取得すること、オーセンティ

ックが当社の株式を取得すること、またはオーセンティックと共同して新会社を設立することは、現

時点において予定しておりません。 

 

４．契約先の概要 

（１）名称 オーセンティック株式会社 

（２）所在地 東京都港区高輪台三丁目 12 番８号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 播磨 克彦 

（４）事業内容 
ブランド品等の買取・販売、リユース事業、フランチャイズ事業

等 

（５）資本金 1,000 万円 

（６）設立年月日 2026 年２月９日 

（７）大株主及び持株比率 
児玉 和宏（40％）、播磨 克彦（20％）、本明 秀文（20％）、 

吉田 知洋（20％） 

（８）当社との関係 

資本関係： 

人的関係： 

 

取引関係： 

関連当事者への 

該当状況： 

該当事項はありません。 

同社株主である児玉和宏氏は、当社の代表取締

役会長であります。 

該当事項はありません。 

関連当事者との取引に該当する可能性がありま

す。 

（９）最近３年間の 

財政状態及び経営成績 

設立後間もないため、記載すべき最近３年間の財政状態及び経営

成績はありません。 

 

 

 



５．関連当事者との取引に関する事項 

オーセンティックの株主である児玉和宏氏は、当社の代表取締役会長であります。そのため、本

フランチャイズ契約及び本事業に係る取引は、関連当事者との取引に該当する可能性があります。 

当社は、本件に係る意思決定の公正性及び透明性を確保する観点から、児玉和宏氏は本件に係る

取締役会の審議及び決議には参加しておりません。また、本フランチャイズ契約の条件及び本事業

の妥当性については、同氏を除く取締役において十分に検討を行ったうえで決議しております。 

当社は、今後も適切なガバナンス体制のもと、本事業を運営してまいります。 

 

６．日程 

（１）取締役会決議日 2026 年５月 20日 

（２）契約締結日 2026 年５月 20日 

（３）事業開始予定日 2026 年５月 22日（予定） 

 

７．今後の見通し 

本件による 2027 年２月期の当社業績への影響は軽微であると見込んでおります。今後、開示すべ

き事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

 

以上 

 


